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規則第２５号 

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年６月２２日 

           大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 大和高田市職員の育児休業等に関する条例施行規則（平成４年規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

様式第２号中 

「 １ この請求書（非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の 

延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日 

を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届 

出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。 」 

を 

「 １ この請求書（非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の 

延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等（当該子が育 

児休業法第２条第１項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあって 

は、その事実。６において同じ。）及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発 

行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届 

受理証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事 

件係属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付する 

こと（写しでも可）。                              」 

に改める。 

様式第４号中 

「 （注）１ この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係 

る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が 

発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行す 

る出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。            」 

を 

規 則 
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「 （注）１ この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係 

る子の氏名、請求者との続柄等（当該子が育児休業法第２条第１項において子に 

含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、その事実。４において同じ。 

）及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、 

母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書又は養子 

縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、 

児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付すること（写 

しでも可）。                               」 

に改める。 

様式第５号中 

「 （注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明 

する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届 

出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。」 

を 

「 （注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等（当該子が育児休業 

法第２条第１項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、 

その事実）及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産） 

証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書 

又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係 

属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付す 

ること（写しでも可）。                           」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第２６号 

大和高田市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成２９年６月２２日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和高田市職員の退職手当に関する条例施行規則（平成２年規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１７条の見出しを「（補則）」に改め、同条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５条の次に

次の１条を加える。 

（条例第１１条第１０項第２号に規定する市長が規則で定める者） 

第１６条 条例第１１条第１０項第２号イに規定する市長が規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当

該各号に定める者とする。 

（１） 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第２４条の２第１項第１号に掲げる者に相当する者 退

職職員（退職した条例第２条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。）であって、同法第２４

条の２第１項第１号に掲げる者に該当するもの 

（２） 雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法

第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際従事していた事務を同法第５条第１項に規定する

適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に該当するもの 

（３） 雇用保険法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法

第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際従事していた事務を同法第５条第１項に規定する

適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に該当するもの 

２ 条例第１１条第１０項第２号ロに規定する市長が規則で定める者は、前項第２号に定める者とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規則第２７号 

大和高田市子ども手当事務処理規則を廃止する規則を次のように定める。 

  平成２９年７月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市子ども手当事務処理規則を廃止する規則 

 大和高田市子ども手当事務処理規則（平成２２年規則第２０号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

告示第９１号 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人

番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成２６年総務

省令第８５号）第４９条第１項の規定により、平成２９年６月２６日から特定個人情報の提供の求め等に係る

電子計算機の設置等関連事務（本市に設置されている執行機関の実施する同事務を含む。）を地方公共団体情

報システム機構に委任することとした。 

  平成２９年６月２６日 

 大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第９２号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２

０及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２８の規定により、次の者を指定特定相談支援事

業者又は指定障害児相談支援事業者に指定したので告示します。 

平成２９年６月２９日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

指定等に係る指定特定相談支

援事業者又は指定障害児相談

支援事業者の名称及び主たる

事務所の所在地 

株式会社ＺＥＲＯ 

大和高田市田井65番地の1 

 

指定等に係る事業所の名称及

び所在地 

相談支援事業所ＺＥＲＯ 

大和高田市田井65番地の1 

指定等の年月日 平成29年7月１日 

指定等に係る指定計画相談支

援又は指定障害児相談支援の

種類 

指定特定相談支援事業 

指定障害児相談支援事業 

事業の主たる対象者 特定無し 

特定相談支援事業所番号又は

障害児相談支援事業所番号 

２９３０８００１８６ 

２９７０８０１４２５ 

 

告示第９３号 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第３項及び第４９条の７第２項の規定により、

指定緊急避難場所及び指定避難所を次のとおり指定した。 

平成２９年７月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 指定緊急避難場所 

  「指定緊急避難場所一覧」のとおり 

  （災害から命を守るため緊急的に避難する場所等 ２０箇所） 

２ 指定避難所 

  「指定避難所一覧」のとおり 

告 示 
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  （災害発生後に、避難者等を一定期間滞在させるための施設等 ２０箇所） 

３ 指定日 

  平成２９年４月１日 

４ 担当課 

市民部まちづくり振興室自治振興課（電話０７４５－２２－１１０１ 内線２２６） 

「指定緊急避難場所一覧」 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※災害種別欄の「○」は該当の緊急避難場所、「－」は非該当の緊急避難場所です。 

 

 

 

 

 

 

 

地震 洪水

1 片 塩 小 学 校 旭北町2-1 0745-22-1101 900 重複 〇 〇

2 菅 原 小 学 校 大字根成柿436 0745-22-1101 950 重複 〇 〇

3 土 庫 小 学 校
土庫3丁目

2-61

0745-22-1101
650 重複 〇 〇

4 高 田 小 学 校 大中東町5-15 0745-22-1101 1,000 重複 〇 －

5 磐 園 小 学 校 大字有井1 0745-22-1101 800 重複 〇 －

6 陵 西 小 学 校 大字池田3 0745-22-1101 1,000 重複 〇 〇

7 浮 孔 小 学 校
中三倉堂2丁目

5-43
0745-22-1101 1,000 重複 〇 〇

8 浮 孔 西 小 学 校
曽大根1丁目

5-1

0745-22-1101
950 重複 〇 〇

9 片 塩 中 学 校
中三倉堂2丁目

9-28
0745-22-1101 1,100 重複 〇 〇

10 高 田 中 学 校 大中東町5-48 0745-22-1101 1,100 重複 〇 〇

11 高 田 西 中 学 校 大字池田330 0745-22-1101 1,100 重複 〇 〇

12 県 立 高 田 高 等 学 校 礒野東町6-6 0745-22-0123 400 重複 〇 〇

13 市 立 高 田 商 業 高 等 学 校 材木町8-3 0745-22-2251 1,100 重複 〇 〇

14 菅 原 校 区 公 民 館 大字吉井77-1 0745-22-1315 80 重複 〇 〇

15 武 道 館 幸町11-14 0745-22-8862 300 重複 〇 〇

文 化 会 館

（ さ ざ ん か ホ ー ル ）

17 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 大字野口20-1 0745-22-1101 200 重複 － 〇

18 葛城コミュニティセンター
大字曽大根

783-1
0745-53-6264 200 重複 〇 〇

19 総 合 公 園 プ ー ル 大字西坊城414 0745-22-1101 300 重複 〇 〇

総 合 福 祉 会 館

（ ゆ う ゆ う セ ン タ ー ）

災害種別

16 本郷町6-36 0745-53-8200 1,600 重複 〇 〇

施　設　名
所在地（奈良県
大和高田市）

管理担当
連絡先

想定収容
人員(人)

避難所
との
重複

〇20 大字池田418-1 0745-23-0789 1,200 重複 〇
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「指定避難所一覧」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※災害種別欄の「○」は該当の避難所、「－」は非該当の避難所です。 

 

告示第９５号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２項の規定

により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示

します。 

平成２９年７月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

地震 洪水

1 片 塩 小 学 校 旭北町2-1 0745-22-1101 900 重複 〇 〇

2 菅 原 小 学 校 大字根成柿436 0745-22-1101 950 重複 〇 〇

3 土 庫 小 学 校
土庫3丁目

2-61

0745-22-1101
650 重複 〇 〇

4 高 田 小 学 校 大中東町5-15 0745-22-1101 1,000 重複 〇 －

5 磐 園 小 学 校 大字有井1 0745-22-1101 800 重複 〇 －

6 陵 西 小 学 校 大字池田3 0745-22-1101 1,000 重複 〇 〇

7 浮 孔 小 学 校
中三倉堂2丁目

5-43
0745-22-1101 1,000 重複 〇 〇

8 浮 孔 西 小 学 校
曽大根1丁目

5-1

0745-22-1101
950 重複 〇 〇

9 片 塩 中 学 校
中三倉堂2丁目

9-28
0745-22-1101 1,100 重複 〇 〇

10 高 田 中 学 校 大中東町5-48 0745-22-1101 1,100 重複 〇 〇

11 高 田 西 中 学 校 大字池田330 0745-22-1101 1,100 重複 〇 〇

12 県 立 高 田 高 等 学 校 礒野東町6-6 0745-22-0123 400 重複 〇 〇

13 市 立 高 田 商 業 高 等 学 校 材木町8-3 0745-22-2251 1,100 重複 〇 〇

14 菅 原 校 区 公 民 館 大字吉井77-1 0745-22-1315 80 重複 〇 〇

15 武 道 館 幸町11-14 0745-22-8862 300 重複 〇 〇

文 化 会 館

（ さ ざ ん か ホ ー ル ）

17 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 大字野口20-1 0745-22-1101 200 重複 － 〇

18 葛城コミュニティセンター
大字曽大根

783-1
0745-53-6264 200 重複 〇 〇

19 総 合 公 園 プ ー ル 大字西坊城414 0745-22-1101 300 重複 〇 〇

総 合 福 祉 会 館

（ ゆ う ゆ う セ ン タ ー ）

災害種別

16 本郷町6-36 0745-53-8200 1,600 重複 〇 〇

施　設　名
所在地（奈良県
大和高田市）

管理担当
連絡先

想定収容
人員(人)

避難所
との
重複

〇20 大字池田418-1 0745-23-0789 1,200 重複 〇
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移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ 

高田駅周辺 

近鉄高田市 

駅周辺 

近鉄松塚駅 

周辺 

近鉄浮孔駅 

周辺 

近鉄築山駅 

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２９年６月５日 ４          

平成２９年６月１３日   ４        

平成２９年６月１９日   １        

平成２９年６月２０日 ４          

平成２９年６月２２日 ３          

平成２９年６月２３日       ２    

平成２９年６月２６日   １        

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２９年６月１２日 道路 大和高田市大字吉井地内 １  

平成２９年６月１３日 道路 大和高田市大字奥田地内 １  

平成２９年６月３０日 道路 大和高田市内本町地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

告示日から６０日間。ただし祝日を除く。 

５．引取時間 

午前９時～正午・午後１時～午後４時 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持

ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

ア．移動費 ２，０００円 

イ．移動日から１４日以内は無料。ただし、無料期間を経過した日以降は、大和高田市の休日を定める

条例第１条第１項各号に掲げる市の休日を除き、１日当たり５０円を徴取する。 

総額は、１，０００円を限度とする。 

７．連絡先 

大和高田市役所生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第９６号 

 大和高田市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱を廃止する告示を次のように定める。 

  平成２９年７月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

大和高田市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱を廃止する告示 

 大和高田市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱（平成１６年告示第６６号）は、廃止する。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第９７号 

大和高田市ＬＥＤ防犯灯設置事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

   平成２９年７月５日  
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大和高田市長  吉 田 誠 克 

   大和高田市ＬＥＤ防犯灯設置事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市ＬＥＤ防犯灯設置事業補助金交付要綱（平成２９年告示第６８号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３号を次のように改める。 

 （３） 小売電気事業者との小売供給契約に係る書類の写し及び当該小売電気事業者が当該契約内容を承諾

したことを証する書類 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行し、平成２９年５月１５日から適用する。 

 

告示第９８号 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定により利用者

又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等の安全利用に関す

る条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

平成２９年７月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

移動日から６０日を経過したにもかかわらず、引取りがないため 

大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

平成２９年１０月２日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２９年４月１日から平成２９年４月３０日までの間 

 

告示第９９号 

大和高田市子育てサポート事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２９年７月１８日  

大和高田市長  吉 田 誠 克   

大和高田市子育てサポート事業実施要綱の一部を改正する告示 

大和高田市子育てサポート事業実施要綱（平成１４年告示第１２３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項第２号中「又は幼稚園」を「、幼稚園又は幼保連携型認定こども園」に、「保育時間」を「教育

保育時間」に改め、同項第３号中「又は児童ホーム」を「若しくは幼保連携型認定こども園又は児童ホーム」

に改める。 

 第１３条の見出しを「（補則）」に改める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第１００号 

平成２９年度国民健康保険税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不

明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次のと

おり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は保険医療課国保係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつで

も交付します。 

  平成２９年７月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．この納入通知書の発送年月日 

平成２９年７月１０日 

２．送達を受けるべき者     
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  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに、書類

の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１０１号 
 平成２９年度軽自動車税全期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不

明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次の

とおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部・収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればい

つでも交付します。 
平成２９年７月２１日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 
平成２９年度軽自動車税全期   平成２９年６月２７日  

２ 送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに書類

の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１０２号 

 平成２９年度市民税・県民税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が

不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次の

とおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ

ばいつでも交付します。 

  平成２９年７月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１．納税通知書の発送年月日 

平成２９年６月９日 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 平成２９年６月３０日 

  変更後 平成２９年８月３１日 

３．送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに書類

の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１０３号 

 平成２８年度市民税・県民税変更通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が

不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、次の

とおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ

ばいつでも交付します。 

  平成２９年７月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１．変更通知書の発送年月日 

平成２９年６月９日 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 平成２９年６月３０日 

  変更後 平成２９年８月３１日 
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３．送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに書類

の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１０４号 

 平成２９年度軽自動車税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不明

であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ

ばいつでも交付します。 

  平成２９年７月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１． 納税通知書の発送年月日 

平成２９年５月１日 

２．この公示送達により変更する納期限 

  変更前 平成２９年５月３１日 

  変更後 平成２９年８月１５日 

３．送達を受けるべき者 

  省略 （市役所前の掲示場に掲示済み） 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに書類

の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

公告第４１号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工 事 名 普通教室スライド黒板設置工事 

２ 工事場所 大和高田市 旭北町 外 地内（片塩小学校 外） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年８月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）平成２９年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の

建築一式工事に登録している者であること。 

（２）平成２８年度大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

公 告 
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（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月２０日（火）から平成２９年６月２６日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年６月２７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年６月２０日（火）から平成２９年６月２６日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月４日（火）午後５時まで 

（２）送信先 



平成２９年８月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３４３号 

 12 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月５日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月６日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月７日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥５，７００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
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条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 片塩幼稚園リズム室及び開放廊下改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 旭北町 地内（片塩幼稚園） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年８月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）平成２９年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の

塗装・防水工事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でないこ

と。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入

札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月２０日（火）から平成２９年６月２６日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年６月２７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年６月２０日（火）から平成２９年６月２６日（月）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月４日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月５日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月６日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月７日（金）午前９時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 
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（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥２，４９０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 業務名 消防設備定期点検業務（市内８小学校） 

２ 業務場所 大和高田市 旭北町 他７件 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成３０年３月３１日（土）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高田市

建物管理等業務競争入札参加資格者登録名簿に登録している者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「消防設備点検資格者の第１種」及び「第２種」の資格を有する者 

  イ）「消防設備点検資格者の第１種」、「消防設備士甲種又は乙種の第

４類及び第５類」及び「消防設備士乙種の第７類」の資格を有する

者 

  ウ）「消防設備点検資格者の第２種」、「消防設備士甲種又は乙種の第

１類」及び「消防設備士乙種の第６類」の資格を有する者 

  エ）「消防設備士甲種又は乙種の第１類、第４類及び第５類」及び「消

防設備士乙種の第６類及び第７類」の資格を有する者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）
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に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

６ 競争入札参加資格の申請 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般

競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに

申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認

められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）に定める有資格者であることを証する写

しと５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時

に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホーム

ページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月３０日（金）から平成２９年７月６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月７日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年６月３０日（金）から平成２９年７月６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 
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９ 前回の報告書の閲覧  前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  平成２９年７月１４日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きま

す。また受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１４日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１１ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月１９日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１３ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１０

０分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入

札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じる

こととなります。 

１４ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２０日（木）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時
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点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１７ 契約保証金 免除します。 

１８ 最低制限基準比較価格 ￥８４０，０００－（消費税等抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 業務名 消防設備定期点検業務(市内３中学校､６幼稚園､公立２認定こども園及び

６保育所) 

２ 業務場所 大和高田市 大中東町 他１６件 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成３０年３月３１日（土）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高田市

建物管理等業務競争入札参加資格者登録名簿に登録している者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「消防設備点検資格者の第１種」及び「第２種」の資格を有する者 

  イ）「消防設備点検資格者の第１種」、「消防設備士甲種又は乙種の第

４類及び第５類」及び「消防設備士乙種の第７類」の資格を有する

者 

  ウ）「消防設備点検資格者の第２種」、「消防設備士甲種又は乙種の第

１類」及び「消防設備士乙種の第６類」の資格を有する者 

  エ）「消防設備士甲種又は乙種の第１類、第４類及び第５類」及び「消

防設備士乙種の第６類及び第７類」の資格を有する者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

６ 競争入札参加資格の申請 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般

競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに
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申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認

められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）に定める有資格者であることを証する写

しと５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時

に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホーム

ページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月３０日（金）から平成２９年７月６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月７日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年６月３０日（金）から平成２９年７月６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 前回の報告書の閲覧  前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  平成２９年７月１４日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きま

す。また受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム
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ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１４日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１１ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月１９日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１３ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１０

０分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入

札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じる

こととなります。 

１４ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２０日（木）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時

点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１７ 契約保証金 免除します。 

１８ 最低制限基準比較価格 ￥８４０，０００－（消費税等抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第４５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月２９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 業務名 特殊建築物定期調査業務（市内８小学校､３中学校､公立２認定こども園及

び６保育所）及び建築設備定期検査業務（市内公立２認定こども園及び６

保育所） 

２ 業務場所 大和高田市 旭北町 他１８件 地内 

３ 業務期間 契約締結の日から平成２９年１２月２５日（月）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高田市

建物管理等業務競争入札参加資格者登録名簿に登録している者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア）「一級建築士」又は「二級建築士」の資格を有する者 

  イ）「特定建築物調査員資格者証」及び「建築設備検査員資格者証」の

交付を受けている者 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

６ 競争入札参加資格の申請 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般

競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに

申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認

められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）に定める有資格者であることを証する写

しと５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時

に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式によ

るものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホーム

ページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月３０日（金）から平成２９年７月６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 



平成２９年８月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３４３号 

 22 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月７日（金） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年６月３０日（金）から平成２９年７月６日（木）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 前回の報告書の閲覧  前回の報告書の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧の日 

  平成２９年７月１４日（金） 

（２）閲覧の時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きま

す。また受付は午後３時３０分までとします。 

（３）閲覧の場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 教育総務課 

１０ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１４日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１１ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月１９日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 
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大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１２ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１３ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１０

０分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入

札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じる

こととなります。 

１４ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２０日（木）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１５ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時

点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１６ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１７ 契約保証金 免除します。 

１８ 最低制限基準比較価格 ￥１，４３０，０００－（消費税等抜き） 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４６号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 片塩中学校北館給水管改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 中三倉堂２丁目 地内（片塩中学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年８月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事（水道）

に登録している者であること。 
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（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でないこ

と。 

（８）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入

札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月５日（水）から平成２９年７月１１日（火）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月１２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 
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８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年７月５日（水）から平成２９年７月１１日（火）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１９日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２１日（金）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者
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の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥４，４００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 高田小学校体育館改修工事 

２ 工事場所 大和高田市 大中東町 地内（高田小学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年９月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一式工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ又はＤ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田
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市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月５日（水）から平成２９年７月１１日（火）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月１２日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年７月５日（水）から平成２９年７月１１日（火）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１９日（水）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 



平成２９年８月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３４３号 

 28 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２１日（金）午前９時１５分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥３，３００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年 ７月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 件  名 第５期大和高田市障害福祉計画の策定業務委託 

２ 業務期間 契約締結日から平成３０年３月３１日まで 

３ 業務場所 大和高田市全域 

４ 業務内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たし

ているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者である

こと。 
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（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生

手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によること

とされる更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る同法による改

正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。

第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。））をしていない

者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手

続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含み

ます。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかったもの又

は申立てをされなかったものとみなす。 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に

基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平

成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（５）平成２９年度大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿又は

大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿に登録している者であ

ること。 

（６）平成２３年４月１日から本公告の前日までの間において、人口５万人

以上の自治体における障害者福祉基本計画又は障害者福祉計画の策定業務

の受託実績を有する者であること。 

（７）以下のいずれかの資格を認証取得している者であること。 

  ・プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】 

  ・情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／ＩＥＣ

２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）】 

６ 競争入札参加資格確認

の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類（以下

｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けな

ければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は入札日に

おいて競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加すること

ができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲

載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ プライバシーマーク【ＪＩＳＱ１５００１】又は情報セキュリティ

マネジメントシステム（ＩＳＭＳ）【ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（Ｊ

ＩＳＱ２７００１）】の認定取得を証する書類の写し 

④ 平成２３年４月１日から本公告の前日までの間における人口５万

人以上の自治体の障害者福祉基本計画又は障害者福祉計画の策定

業務の契約書の写し 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易書留郵

便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

平成２９年７月１２日（水）から平成２９年７月２４日（月）まで。た

だし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時ま

でを除きます。 

（６）提出場所 

  〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所 別棟１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の確 競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、
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認通知 その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２５日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付し

ます。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付

します。 

８ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によ

りＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期限 

平成２９年７月２８日（金）午後５時１５分まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月３１日（月）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月２日（水）まで。入札執行日の前日であるため、この日

の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便による

ものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除く見積金額を記載してくださ

い。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規

則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分

の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加

資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとな

ります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月３日（木）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の

閲覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の

申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の

決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 
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１４ 落札者の決定等 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、

開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 蔵之宮町地内雨水貯留施設整備工事（２工区） 

２ 工事場所 大和高田市 蔵之宮町 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成３０年１月３１日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこ

と。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入

札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本
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市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月１４日（金）から平成２９年７月２１日（金）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２４日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者に

は入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年７月１４日（金）から平成２９年７月２６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月２８日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年７月３１日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月１日（火）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 
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大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月２日（水）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１４，３００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５０号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集積計画を

定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２９年７月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

 

公告第５１号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２９年度大和高田市職員採

用試験（医療職）の実施を次のとおり公告する。 

平成２９年７月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 職種、採用予定人員及び受験資格 
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職種 
採用予

定人員 
受験資格 

助産師 ３名 

（１） 昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、｢保健師助産師看護師法｣

による助産師免許を有する人。または、平成３０年３月末日までに実施さ

れる国家試験により当該免許を取得見込みの人 

（２） 大和高田市立病院で交代制勤務可能な人 

看護師 １２名 

（１） 昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、｢保健師助産師看護師法｣

による看護師免許を有する人。または、平成３０年３月末日までに実施さ

れる国家試験により当該免許を取得見込みの人 

（２） 大和高田市立病院で交代制勤務可能な人 

薬剤師 １名 

 昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、｢薬剤師法｣による薬剤師免許

を有する人。または、平成３０年３月末日までに実施される国家試験によ

り当該免許を取得見込みの人 

臨床検査技師 ３名 

  昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、｢臨床検査技師等に関する法

律｣による臨床検査技師免許を有する人。または、平成３０年３月末日まで

に実施される国家試験により当該免許を取得見込みの人 

診療放射線技師 ３名 

  昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、｢診療放射線技師法｣による診

療放射線技師免許を有する人。または、平成３０年３月末日までに実施さ

れる国家試験により当該免許を取得見込みの人 

理学療法士 ２名 

 昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、｢理学療法士及び作業療法士

法｣による理学療法士免許を有する人。または、平成３０年３月末日までに

実施される国家試験により当該免許を取得見込みの人 

視能訓練士 １名 

 昭和５３年４月２日以降に生まれた人で、｢視能訓練士法｣による視能訓

練士免許を有する人。または、平成３０年３月末日までに実施される国家

試験により当該免許を取得見込みの人 

（１） すべての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

③ 大和高田市において懲戒免職を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

⑤ 日本国籍を有しない人で、在留資格において就職等が制限されている人 

２ 試験の日時･場所・試験の種類及び合格発表 

区分 試験内容 

日時 
 平成２９年９月３０日（土）午前９時から（受付午前8時40分～） 

場所 
 大和高田市立看護専門学校（大和高田市礒野北町１番１号） 

試験の種類 
 小論文(６０分) 口述試験（面接） 

  

合格発表 
 試験後３週間程度（合否にかかわらず本人に通知します。） 
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  ※応募状況等により、第２次試験を実施する場合があります。 

３ 受験手続 

 （１） 受付期間 

    受付期間：平成２９年９月１日（金）から平成２９年９月２０日（水）まで  

（ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

受付時間：午前９時から午後５時まで（受験票を交付します。） 

 （２） 受付場所 

    受付場所：大和高田市立病院 総務課 

    所 在 地：奈良県大和高田市礒野北町１番１号 

（注）郵送での受付はいたしません。必ず持参して下さい（代理可）。 

（３） 提出書類 ◎必須書類 ○免許取得者 △免許取得見込者 

（注１） 写真は、３月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、うち１枚は履歴書に貼付し、他

１枚は受験票用に持参してください。 

（注２） 返信用封筒（定形封筒：23.5ｃｍ×12.0ｃｍ）１通に８２円切手を貼付し、宛名を記入してく

ださい。 

（注３） 免許取得者は、最終学校の卒業証明書及び成績証明書は不要です。 

４ 合格から採用まで 

 （１） 最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

    ①採用予定者 平成３０年４月１日付けで採用します。 

    ②採用候補者 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に欠員などが生じ、補充する

ことが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から１年間です。 

（３） 最終合格者のうち、免許取得見込みの者が平成３０年３月末日までに実施される国家試験で当該免

許を取得できなかった場合は、その時点で採用候補者名簿（採用予定者・採用候補者）から抹消します。

ただし、助産師採用試験の最終合格者で看護師免許を取得し、助産師の国家試験免許を取得できなかった

人で、今回の看護師採用試験において、欠員が生じた場合に限り、看護師として採用します。 

５ 給与等について 

現行初任給 助産師 
・月額 ２２２，３００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額 ２１６，４００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

現行初任給 看護師 
・月額 ２１６，４００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額 ２１０，８００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

現行初任給 薬剤師 

・月額 ２０９，９００円（大学(６年)卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額 １９７，０００円（大学(４年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

現行初任給 
臨床検査技

師 

・月額 １９７，０００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９０，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

   提出書類 

職種 
履歴書市

販A４判 

写真 

２枚 

最終学校 

卒業(見込) 

証明書 

最終学校 

成 績 

証明書 

免許証 

(写し可) 

返信用 

封 筒 

助産師 

看護師 

薬剤師 

臨床検査技師 

診療放射線技師 

理学療法士 

視能訓練士 

◎ ◎ △ △ ○ ◎ 
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現行初任給 
診療放射線

技師 

・月額 １９７，０００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９０，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

現行初任給 理学療法士 
・月額 １９７，０００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９０，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

現行初任給 視能訓練士 
・月額 １９７，０００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合） 

・月額１９０，７００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない場合） 

（１） 給料月額は、平成２９年４月１日現在の給料表に基づいています。 

（２） 初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

 （３） 一般職の職員の給与に関する条例等に基づき、各種手当が支給されますが、一部手当については、

当分の間、減額措置等がなされています。 

６ その他 

 （１） 提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、このために生じた申込の遅延等には

責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。 

（２） 提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合には、合格を取り消すことがあります。 

（３） この試験に関する提出書類は、一切お返ししません。 

（４）  インターネットでも採用試験に関する情報を提供しています。（ホームページアドレス 

http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（５） 採用時には健康診断書を提出してください。 

（６） 試験についての問い合わせ先 

    大和高田市立病院事務局総務課内｢大和高田市（市立病院）職員採用試験委員会事務局｣ （℡０７

４５－５３－２９０１） 

 

公告第５２号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 件  名 大和高田市立病院施設維持管理業務委託 

２ 履行場所 大和高田市立病院 

３ 履行期間 平成２９年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たし

ているものとします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者である

こと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生

手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によること

とされる更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る同法による改

正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。

第３０条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。））をしていない

者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手

続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含み

ます。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかったもの又

は申立てをされなかったものとみなす。 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に

基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平

成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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（５）平成２９・３０・３１年度本市競争入札参加資格者名簿（清掃・警備・

建物管理等業務）に種目「建物管理」で登録していること。 

（６）近畿２府４県において病床数３００床以上の総合操作盤及び防災セン

ターを設置している病院で、２４時間の施設常駐管理及び設備保守点検業

務の元請け受託実績（平成２４年４月１日～平成２９年７月１日の間で２

年以上継続し履行した業務実績）を有する者 

※病院とは、国が開設する病院若しくは医療法第３１条に規定する公的

医療機関又はこれらに準ずるものと市が認める病院（独立行政法人等の病

院）とする。 

（７）次に掲げる有資格者を自社社員で配置することができる者 

①電気主任技術者（第３種以上）②ボイラ取扱作業主任者（特級又は１

級）③第１種圧力容器取扱作業主任者④危険物取扱責任者（第４類） ⑤

自衛消防業務講習修了者⑥エネルギー管理員 

（８）過去５年以内に総合操作盤を有する建築物の常駐管理実務経験を１施

設で継続して１年以上有する者を統括責任者として自社社員で配置するこ

とができる者 

※（８）は、（７）を兼任することができます。 

（９）当該業務を仕様書に基づき人員を配置し、確実に業務を履行できる者

であること。 

６ 競争入札参加資格の申

請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競

争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競

争入札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限まで

に申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認

められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高

田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）していま

す。 

（２）必要書類として次に掲げるのものを申請書と同時に提出してください。 

  ア）５（４）に係る暴力団排除に関する誓約書。暴力団排除に関する誓

約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。 

イ）５（６）については別紙（様式１）の業務実績調書と当該業務契約

書の写し 

ウ）５（７）については①から⑥までの有資格配置予定者の資格証の写

し及びその有資格者が自社社員である証明書（雇用保険被保険者資格取得

確認通知書又は社会保険加入証明書の写し） 

エ）５（８）については別紙（様式２）の業務責任者の経歴書及びその

業務責任者が自社社員である証明書（雇用保険被保険者資格取得確認通知

書又は社会保険加入証明書の写し） 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。 

（４）受付期間 

平成２９年７月１８日（火）から平成２９年７月２８日（金）まで。 

ただし、土曜日及び日曜日は除きます。 

（７）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時ま

でを除きます。 

（８）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札参加資格の確

認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 
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（１）郵送日 

平成２９年８月１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通

知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送

する。 

８ 入札説明書（仕様書）等

の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年７月１８日（火）から平成２９年７月２８日（金）まで。 

ただし、土曜日及び日曜日は除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時ま

でを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 （本庁舎南隣） 

（４）費用の負担 

配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のと

おり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームペー

ジに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年８月１５日（火）午後５時１５分まで 

（２）送信先 

大和高田市 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年８月１７日（木）午後５時１５分まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２６年８月２０日（日）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便による

ものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を記載

してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則

（平成11年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５

に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格

停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなりま

す。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 
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平成２９年８月２１日（月）午前１０時００分から 

（２）場所 

大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の

申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点

において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格を

もって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限価格 ￥１４８，０００，０００円 （消費税等抜き） 

１８ 開札結果等の公表 開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲

覧に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、

開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５３号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 大和高田市今里川合方除草工事 

２ 工事場所 大和高田市 今里川合方 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年９月３０日（土）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこ

と。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入
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札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月１９日（水）から平成２９年７月２５日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者に

は入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年７月１９日（水）から平成２９年７月２８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月３１日（月）午後５時まで 

（２）送信先 
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大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年８月１日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月２日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月３日（木）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，６００，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５４号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７
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条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 材木町他地内道路除草作業 

２ 工事場所 大和高田市 材木町 他 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年９月１５日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこ

と。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入

札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月１９日（水）から平成２９年７月２５日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  
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大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者に

は入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年７月１９日（水）から平成２９年７月２８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月３１日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年８月１日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月２日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 
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１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月３日（木）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，３２０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５５号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 奥田他地内道路除草作業 

２ 工事場所 大和高田市 奥田 他 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年９月１５日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の土木一式工事

に登録している者であること。 

（２）大和高田市格付け等級がＤ又はＥ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 
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（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）の者でないこ

と。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入

札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和

高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月１９日（水）から平成２９年７月２５日（火）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２６日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者に

は入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年７月１９日（水）から平成２９年７月２８日（金）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大中１００番地１ 



平成２９年８月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３４３号 

 46 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月３１日（月）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２９年８月１日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月２日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月３日（木）午前９時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日契約監理室において一般の閲覧に供す

るとともに、大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１，２７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき
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は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第５６号 

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２９年度大和高田市職員採

用試験の実施を次のとおり公告する。 

  平成２９年８月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１． 職種及び試験区分、採用予定人員、受験資格など 
 

職種及び試験区分 
採用予

定人員 
受   験   資   格 

一般事務職 

大 学 ２１人 
昭和63年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期

大学を除く）を卒業した人、又は平成30年3月卒業見込みの人 

高 校  ４人 
平成4年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校を

卒業した人、又は平成30年3月卒業見込みの人 

情報処理（大学） １人 

昭和63年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学を卒業した

人または平成30年3月卒業見込みの人で、経済産業省が認定する情報処理

技術者試験における下記のうちいずれかの試験に合格した人 

・高度試験（過去制度の高度試験を含む） 

・応用情報技術者試験（ソフトウェア開発技術者試験、 

第一種情報処理技術者試験を含む） 

・基本情報技術者（第二種情報処理技術者試験を含む） 

建 築 技 術 職 ３人 
昭和53年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学、

高等学校の建築専門課程を卒業した人、又は平成30年3月卒業見込みの人 

土 木 技 術 職 ４人 

昭和53年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期

大学、高等学校の土木専門課程（農業土木を含む）を卒業した人、

又は平成30年3月卒業見込みの人 

社 会 福 祉 士 ５人 
昭和53年4月2日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を有する人、又は平

成30年3月末日までに取得見込みの人 

保  健  師 ２人 
昭和53年4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人、又は 

平成30年3月末日までに取得見込みの人 

保 育 士 ・ 

幼稚園教諭 ※４ 
８人 

昭和53年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格並びに幼稚園教諭

免許の両方を有する人、又は平成30年3月末日までに両方取得見込

みの人 

看  護  師 

※５ 
１人 

昭和48年4月2日以降に生まれた人で、「保健師助産師看護師法」に

よる看護師免許を有する人、又は平成30年3月末日までに実施される

国家試験により当該免許を取得見込みの人 

 ※１ 「大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人、又は、卒業する見込みの人で、高度専門士の

称号を取得した人、又は、平成３０年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課

程であることの証明が得られるものに限る）を含みます。 

※２ 「短期大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人、又は、卒業する見込みの人で、専門士の

称号を取得した人、又は、平成３０年３月３１日までに取得する見込みの人（当該受験資格該当課

程であることの証明が得られるものに限る）を含みます。       

※３ 高等学校卒業程度認定試験合格者は、高等学校卒業と同等に取り扱います。 

※４ 保育士・幼稚園教諭は、採用後、市立の保育所、幼稚園及び認定こども園のいずれかに配属する

予定です。 

※５ 看護師は、採用後、市立の保育所、認定こども園のいずれかに配属する予定です。 

◎全ての職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）成年被後見人又は被保佐人 
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（２）禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

（３）大和高田市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 

（５）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職などが制限されている者 

２． 試験の日時･場所・試験の種類及び合格発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１次試験の専門試験を受験される方につきましては、各自昼食のご用意をお願いします。 

※ 合否については、大和高田市のホームページでも確認できます。 

※ 試験の内容に関する問い合わせについては、一切お答えできません。 

※ 試験当日、災害等により試験開始時間が変更または試験が延期される場合は、ホームページに

おいてお知らせします。  

※ 第１次試験会場 

    大和高田市立高田中学校 

      大和高田市大中東町５番４８号  ℡ ０７４５－２２－０８５１ 

３．受験手続 

  １ 申込書の交付 

    職員採用試験申込書は、大和高田市役所人事課（市役所３階）で交付します。（大和高田

市役所のホームページからダウンロードできます。） 

  ２ 受付期間及び受付場所 

    受付期間：平成２９年８月４日（金）から平成２９年８月１７日（木）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

         午前９時 ～ 午後５時 （郵送の場合、８/１７当日消印有効） 

     受付場所：大和高田市役所３階人事課内 大和高田市職員採用試験委員会 

    ※持参の場合は、代理可 

郵送の場合は、下記の宛て先まで必ず「簡易書留」で送付して下さい。 

      送付先： 〒６３５－８５１１ 

            大和高田市大中１００番地１ 

            大和高田市役所人事課内  大和高田市職員採用試験委員会 

４．提出書類（①から③は全職種とも必要となります。） 

    ① 職員採用試験申込書 

区　分 第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験 第 ３ 次 試 験

平成２９年９月１７日（日）

午前9時から

場　所 大和高田市立高田中学校 第1次試験合格者に通知 第2次試験合格者に通知

・全職種
　　 ･･･　一般教養試験

・一般事務職、情報処理、建
築技術職、土木技術職、社会
福祉士、保健師、看護師

・全職種
    ①個別面接
    ②小論文

①集団討論試験
・建築技術職、土木技術職、
社会福祉士、保健師、保育
士・幼稚園教諭

②職場適応性検査

　･･･　専門試験
・保育士・幼稚園教諭

①集団討論試験
②職場適応性検査
③実技試験

平成29年10月上旬予定 平成29年10月末ごろ 平成29年11月末ごろ
（合否にかかわらず本人に

        通知します）
（合否にかかわらず本人に
         通知します）

（合否にかかわらず本人に
           通知します）

日　時 平成２９年１０月中旬予定 平成２９年１１月中旬予定

合格発表

　
試験の

 
対象と

 
種　類
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② 写真２枚（３カ月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、１枚は申込書

に貼付し、もう１枚は受験票用に持参又は同封） 

③ 返信用封筒（長形３号：23.5ｃｍ×12.0ｃｍ）に８２円切手を貼付し、住所宛名を書

いたもの 

※第１次試験合格者には、大和高田市職員採用試験委員会が指定する期日までに、下記の書類の

提出を求めます。 

① 最終学校卒業（見込）証明書 

② 資格証明書・免許証の写し、または取得見込証明書（写し不可） 

情報処理、社会福祉士、保健師、保育士・幼稚園教諭、看護師の受験者は必要とな

ります。 

５．試験結果の開示  

試験の結果については、開示請求ができます。電話などによる開示請求はできませんので、

受験者本人が、受験票と本人であることを証明する書類（運転免許証等）を持って、直接市役

所３階人事課まできてください。 
 

区分試験 請求できる人 開示内容 開示期間及び開示場所 

第１次試験 

第２次試験 

第３次試験 

不 合 格 者   

（本人に限る） 

総合得点 

総合順位 

合格通知の日から起算して2週間 

大和高田市役所人事課 

   ※ 開示時間は、土曜、日曜、祝日を除く午前９時から午後５時までです。 

６．合格から採用まで  

（１） 最終合格者は採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

①採用予定者  平成３０年４月１日付けで採用します。 

②採用候補者  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に欠員などが生

じ、補充することが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までです。 

（３） 最終合格者のうち、卒業見込みの人が平成３０年３月末日までに卒業できなかった場合並びに免許

または資格取得見込みの人が、所定の時期までにこれを取得できなかった場合は、その時点で採用

候補者名簿（採用予定者、採用候補者）から抹消します。 

（４） 本市では、採用試験（合格者決定）を適正に行うため、民間有識者で構成される「大和高田市職員

採用試験検討・監理委員会」を設置しています。  

７．給与について 

・  平成２９年４月１日現在の初任給月額は、大卒178,200円、短大卒158,800円、高校卒146,100円で、

他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給

されます。 

ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減額措置を講じていま

す。 

 ・  初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

 ・  全ての職種の給料は、行政職給料表を適用します。 

８．その他 

 ・ 申込書の記載事項及び提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、このため 

  に生じた申込の遅延等には責任を負いません。受験手続には十分注意してください。 

 ・ 受験資格がないことおよび申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合には、合格 

  を取り消すことがあります。 

 ・ この試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。なお、提出書類等により取得した 

  個人情報については今回の職員採用試験の実施のためのみに用い、それ以外の目的には使用し 

  ません。また、大和高田市個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。 

試験についての問い合わせ先 

〒635-8511  大和高田市大中１００番地１ 

             大和高田市役所 企画政策部人事課内   

「大和高田市職員採用試験委員会」  

  ℡ ０７４５－２２－１１０１  内線２１４・２１３ 
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インターネットホームページでも採用情報を掲載しています。 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp 

 

 

 

 

教育委員会規則第２号 

 大和高田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２９年７月１４日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博 

大和高田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 大和高田市教育委員会事務局組織規則（昭和３３年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第５号中「生涯学習係」を「生涯学習グループ」に改める。 

 第５条中「生涯学習係」を「生涯学習グループ」に、「（５） 課内の他の係の補助に関すること」を「（５）  

課内の他のグループの補助に関すること」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

教育委員会規程第１号 

 大和高田市教育委員会公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年４月１日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博 

大和高田市教育委員会公印規程の一部を改正する規程 

 大和高田市教育委員会公印規程（平成１１年教育委員会規程第１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「広報情報課長」を「法務情報課長」に改める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

 

教育委員会告示第１１号 

 大和高田市教育委員会７月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年７月１０日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博 

日 時  平成２９年７月１４日（金）午後１時００分～ 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 第７０回市民体育大会（陸上レクリエーション大会）開催要項(案)について 

      第２号 後援願について 

      第３号 その他 

 

教育委員会告示第１２号 

 大和高田市教育委員会８月臨時委員会を次のとおり招集する。 

  平成２９年７月２４日 

大和高田市教育委員会教育長 早川 博 

日 時  平成２９年８月９日（水）午後１時００分～ 

 場 所  市役所 ４階 合同委員会室 

 議 案  第１号 平成３０年度以降使用小学校用教科用図書（道徳）の採択について     

第２号 その他 

 

教育委員会公告第２号 

大和高田市立図書館の指定管理者を公募型プロポーザル方式で行いますので公告します。 

平成２９年８月１日 

教育委員会 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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大和高田市教育委員会教育長 早川 博 

１ 管理を行う公の施設の名称 

大和高田市立図書館 

２ 公の施設の概要 

施設名称    大和高田市立図書館 

所在地     奈良県大和高田市西町１番４５号 電話０７４５－５２－３４２４ 

敷地面積    １，９２７．５３㎡ 

建築面積    ８２４．８０㎡ 

延床面積    １，５０５.３２㎡ 

構造      鉄筋コンクリート造２階建 

開館      平成元年４月 

※本館の一部に別紙図面（省略）のとおり青少年センター（約２３７㎡）が存在します。 

駐車場     収容台数１３台 

駐輪場     収容台数３０台 

蔵書冊数    １３０，７５２冊（平成２８年度末） 

年間利用者数   ６４，９５３人（平成２８年度末） 

年間貸出冊数  ２０７，１２３冊（平成２８年度末） 

登録人数（累計） ３０，４１８人（平成２８年度末） 

３ 指定の期間  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間 

４ 主なスケジュール 

・募集要項等の配布：平成２９年８月１日（火）から平成２９年８月１８日（金）まで 

・現地説明会の申込期限：平成２９年８月１８日（金）必着 

・現地説明会：平成２９年８月２１日（月） 

・質問の受付：平成２９年８月２１日（月）から平成２９年８月２５日（金）まで 

・質問に対する最終回答：平成２９年９月１日（金） 

・申請受付期間：平成２９年９月４日（月）から平成２９年９月８日（金）まで 

・審査（プレゼンテーション・ヒアリング）：平成２９年１０月５日（木） 

・指定管理者候補の決定：平成２９年１０月中旬 

・業務開始：平成３０年４月１日 

※詳細については、必ず指定管理者募集要項等をご確認ください。 

５ 募集要項の配布場所、応募書類の受付場所及び問合せ先 

大和高田市教育委員会 生涯学習課 

〒６３５－００９６ 奈良県大和高田市西町１番１５号 

電話 ０７４５－５３－６２６４   FAX ０７４５－５３－６３６４ 

E-Mail syougai@city.yamatotakada.nara.jp 

 

 

 

 

選挙管理委員会告示第１０号 

大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年７月１１日  

大和高田市選挙管理委員会 

                                   委員長  松 村 惠 由   

１． 日  時  平成２９年７月１８日（火） 午前９時００分 

２． 場  所  大和高田市大字大中１００番地１ 

         大和高田市役所 ３階 東会議室 

３． 議  案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

         第２号 在外選挙人名簿の抹消について 

         第３号 在外選挙人名簿の登録について 

選挙管理委員会 
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         第４号 その他 

 

 

 

 

農業委員会告示第７号 

 大和高田市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

平成２９年７月１０日 

  大和高田市長  吉 田 誠 克   

１.日 時  平成２９年７月２０日（木）午前１０時 

２.場 所  大和高田市役所４階 合同委員会室 

議 案  

第１号 役員選出について 

第２号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

第３号 その他 

 

農業委員会告示第８号 

 大和高田市農業委員会８月定例委員会を次のとおり招集する。 

平成２９年７月２６日 

    大和高田市農業委員会    

会長 今村 平治郎   

日 時  平成２９年８月１０日（木）午後３時 

場 所  市役所３階 東会議室 

議 案  

第１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画について  

第２号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

第３号 その他 

 

 

 

上下水道事業告示第１２号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定により、

次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１号の規定により告

示する。 

平成２９年７月１日 

大和高田市上下水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

業者名           代表者名     所在地 

株式会社 久保総合設備    久保 隆一    奈良県奈良市針ヶ別所町６５９番地 

 

上下水道事業公告第７号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月２８日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 配水管布設工事（神楽 第１工区） 

２ 工事場所 大和高田市 神楽 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１０月３１日（火）まで 

農業委員会 

公営企業 
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４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）平成２９年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の

管工事（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でないこ

と。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。

様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲

載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けていま

す。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月２９日（木）から平成２９年７月５日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 



平成２９年８月１０日（木） 大 和 高 田 市 公 報 第３４３号 

 54 

（１）郵送日 

平成２９年７月６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者に

は入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年６月２９日（木）から平成２９年７月１２日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１４日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月１９日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２０日（木）午前９時 

（２）場所 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１１，６７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第８号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年６月２８日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 工事名 配水管布設替工事（市場 第２工区） 

２ 工事場所 大和高田市 市場 地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年１０月３１日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）平成２９年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の

管工事（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな
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いこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工

事が履行中（落札した時点から竣工検査に合格するまで）の者でないこ

と。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の

入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等

を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた

者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。

様式については、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲

載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けていま

す。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡ししま

す。） 

（４）受付期間 

平成２９年６月２９日（木）から平成２９年７月５日（水）まで。た

だし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月６日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者に

は入札説明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間 

平成２９年６月２９日（木）から平成２９年７月１２日（水）まで。

ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）閲覧等の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 
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９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年７月１４日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年７月１８日（火）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年７月１９日（水）。入札執行日の前日であるため、この日の

翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年７月２０日（木）午前９時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥８，８７０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 
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（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第９号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１ 業務名 公共下水道事業に伴う管渠実施設計（１） 

２ 履行場所 大和高田市 本郷町･永和町･旭北町 地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成３０年２月２８日（水）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満

たしているものとします。 

（１）平成２９年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の

土木関係建設コンサルタント業務（下水道部門）に登録している者であ

ること。 

（２）平成１９年４月１日以降において、ＪＲ横断等でＦＥＭ解析業務を

含む同種業務の履行実績を有する者であること。 

（３）奈良県内に本店又は支店等を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

６ 競争入札参加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり必要書類（以

下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受

けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は入

札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加

することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に

掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けてい

ます。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 平成１９年４月１日以降における同種業務の契約書の写し及び登

録内容確認書（テクリス）等（業務の同等確認できるもの）の写し 

③ 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付けません。 

（４）受付期間 

平成２９年７月１４日（金）から平成２９年７月２６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 
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（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書） 

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年７月１４日（金）から平成２９年７月２６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 上下水道部下水道課 

９ 入札説明書（仕様書）に

ついての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年８月２日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部下水道課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－１２９５ 

（３）回答期限 

平成２９年８月３日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月８日（火）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約
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規則第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を

違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月９日（水）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者

の決定前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥１０，８５０，０００－（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

上下水道事業公告第１０号 

入 札 公 告 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

平成２９年７月１３日 

（上下水道事業管理者） 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 平成２９年度給配水管漏水調査業務 

２ 履行場所 市内全域 

３ 履行期間 契約締結日の翌日から平成２９年１１月３０日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加資格要件 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。（ただし、

会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生

計画認可の決定を受けている者を除く。） 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）（１）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 
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（５）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿又は大和高田市

物品購入等競争入札参加資格者登録名簿の漏水調査業務に登録している

者であること。 

（６）過去５年度（平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

において、市町村（特別区を含む。）の上水道事業での給配水管漏水調査

業務を元請けで１件あたり１千万円以上の履行実績を有する者であるこ

と。 

６ 競争入札参加資格の申請 この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般

競争入札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入

札参加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに

申請書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認

められた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大

和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（４）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）

の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大

和高田市ホームページに掲載しています。また、５（６）の要件を満た

すことを証する当該業務の契約書の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるもの

は受け付ません。（申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。） 

（４）受付期間 

平成２９年７月１４日（金）から平成２９年７月２６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２９年７月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付

します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２９年７月１４日（金）から平成２９年７月２６日（水）まで。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市上下水道事業庁舎３階 小会議室 

９ 入札説明書（仕様書）に 入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の
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ついての質疑応答 とおり行います。（質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホーム

ページに掲載しています。） 

（１）受付期限 

平成２９年８月２日（水）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市上下水道事業庁舎 上下水道部水道総務課 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（３）回答期限 

平成２９年８月３日（木）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２９年８月６日（日）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 契約監理室 

（３）郵送方法 

  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留または特定記録郵便に

よるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１２ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１０

０分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入

札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じる

こととなります。 

１３開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２９年８月７日（月）午前１１時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時

点において５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の決定 落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格

をもって入札を行った者とします。 

１６ 契約保証金 免除します。 

１７ 最低制限基準比較価格 ￥５，１８０，０００－（消費税等抜き） 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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